
２０１１年４月７日
全日本菓子協会

食品表示・衛生委員
槇島 慎一

菓子の原産地表示について
＝＝わかりやすい表示の作成＝＝

１

CO850137
テキストボックス
資料２－１



菓子の表示

●名称：キャラメル ●原材料名：水あめ、加
糖練乳、砂糖、植物油脂（大豆を含む）、バタ
ー、小麦粉、クリームパウダー、小麦たんぱく、
クリーム、脱脂粉乳、乳糖、でん粉、ソルビト
ール、香料、乳化剤 ●内容量 １０粒 ●賞
味期限：右側の面の外装フィルムに記載
●保存方法：直射日光および高温多湿の場所
を避けて保存して下さい。
●販売者 ××××製菓株式会社
所在地××××××××××××

お問い合わせ先
お客様相談センター
フリーダイアル０１２０-××××××××
●万一品質に不都合がございましたら、現品を
箱ごと上記宛にお送り下さい。代品と郵送料を
お送りします。

主要栄養成分 １箱（××ｇ）当たり
×××
×××
×××

ホームページ(http://www.・・・・・・・・・）

原材料は多種類（この製品では１５種類）

原材料は加工品

砂糖、小麦粉、油脂等は多くの菓子に主原材料で用いられる

幅４．５ｃｍ、高さ７ｃｍ、厚さ２ｃｍ
形が小さく、表示面積が少ない

一括表示以外にもいろいろな
情報を記載している

２



上白糖、中白糖、
グラニュー糖、
白ざら糖、中ざら糖、
氷砂糖、角砂糖、等

菓子に共通で用いられる主原料について 砂糖・小麦粉の例

①菓子の品質には、中間加工品の品質（種類や等級）が重要である。農産物・中間加工品の産地
は菓子品質に影響しない。

②原料農産物や中間加工品は世界各地で生産され、需給等により産地は変更される。
③中間加工品は高度に加工されている。
④中間加工品メーカーにより品質は保証されている。

●小麦
①日本への輸出国 アメリカ、カナダ、オーストラリアでほぼ１００％
②種類 硬質小麦、中間質小麦、軟質小麦
↓
製粉工程
↓
●小麦粉
①種類 強力小麦粉、中力小麦粉、薄力小麦粉等
②等級 １等粉、２等粉等
③用途 強力粉－－－パン、麩、でんぷん

準強力粉－－パン、中華めん、麩、でんぷん
中力粉－－－日本めん
薄力粉－－－ケーキ、菓子

サトウキビは熱帯各国や日本南部で栽培 ビートは温帯だが寒冷な各国で栽培

Ａ国砂糖キビ畑 Ｂ国砂糖キビ畑 Ｃ国砂糖キビ畑 日本砂糖キビ畑 日本ビート畑 Ｆ国ビート畑

Ａ国原料糖工場 Ｂ国原料糖工場 Ｃ国原料糖工場

需給等により原料糖産地は変わる

日本精製糖工場 Ｄ国精製糖工場 Ｅ国精製糖工場 日本現地工場 日本精製糖工場 Ｆ国精製糖工場

需給等により精製糖産地は変わる

日本菓子工場

３



表示の切り替え

－－産地変更の情報が正しく時間の余裕をもって伝達されることが前提条件－－
①印刷切替には数ヶ月必要である。変更内容の確認、版の作成、印刷、流通業への案内、新原
材料・包装材料での生産、在庫管理等、膨大な作業と費用が発生する。

②旧原料や旧表示包装材料は廃棄することになり、環境保護上好ましくない。
③菓子業界全体で一度に数百、数千の製品に影響が及ぶ。
④ＨＰ表示の変更でも数週間は必要となる。膨大な作業と費用が発生する。
⑤表示ミスのリスクが高まる。
⑥中間加工品産地表示でも農産物産地表示と同じように膨大な作業と費用と廃棄物が発生する。

時間（数ヶ月）

品質

砂糖の
原料(サ
トウキ
ビ）原産
国がＡ国
からＢ国
へ変更と
なる連絡

あり

製品配
合再確
認(どの
製品に
使われ
ている
か）

内容・規
格を入手

内容を検
証・確認
（書類、
現地）

包装材料
表示作
成

表示内
容確認

印刷

生産

Ｂ国砂糖
表示の
新包装
材料入

荷

Ａ国・Ｂ
国の砂
糖・包装
材料・製
品などの
在庫管
理を厳密
に行う

Ｂ国砂糖
に変更し
て製造・
包装開

始

一定量
在庫を作

る。

①Ａ国砂
糖の廃

棄
②Ａ国砂
糖で作っ
た製品
の廃棄
③Ａ国表
示包装
材料の
廃棄

営業

流通業
へ表示
変更の
案内

販売促
進物の
作り直し

出荷
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原産地表示を試みる

①農産物もしくは中間加工品産地表示をすると、大くくり表示でもきわめてわかりずらい表示となる。
②アレルゲンを含む原材料など重要な表示を見落とす恐れが発生する。
③複合原材料等の表示はどうするのか？
④諸外国において原料原産地表示制度がない中で、輸入品も同様の対応が可能なのか？

原材料名
（１５原材
料）

砂糖、水あめ、小麦粉、植物油脂（大豆を含む）、バター、全粉
乳、デキストリン、ショートニング、ポテトフレーク、魚介エキスパ
ウダー（かに・えびを含む）、乳糖、食塩、香料、乳化剤、Ｖ．Ｃ

農産物産
地表示

砂糖（タイ、日本）、水あめ（タイ、アメリカ）、小麦粉（オーストラリ
ア、日本）、植物油脂（大豆を含む）（アメリカ、マレーシア）、バ
ター（フランス）、全粉乳（オーストラリア）、デキストリン（タイ、ベ
トナム）、ショートニング（マレーシア、アメリカ）、ポテトフレーク
（アメリカ）、魚介エキスパウダー（かに・えびを含む）（アメリカ、
日本、インドネシア）、乳糖（ニュージーランド）、食塩（日本）、香
料、乳化剤、Ｖ．Ｃ

中間加工
品産地表
示

砂糖（日本）、水あめ（日本）、小麦粉（日本）、植物油脂（大
豆を含む）（日本）、バター（フランス）、全粉乳（オーストラリ
ア）、デキストリン（日本）、ショートニング（日本）、ポテトフ
レーク（アメリカ）、魚介エキスパウダー（かに・えびを含む）
（日本）、乳糖（ニュージーランド）、食塩（日本）、香料、乳化
剤、Ｖ．Ｃ

農産物産
地「大くく
り」表示

砂糖（外国、日本）、水あめ（外国）、小麦粉（外国、日本）、植物
油脂（大豆を含む）（外国）、バター（外国）、全粉乳（外国）、デキ
ストリン（外国）、ショートニング（外国）、ポテトフレーク（外国）、
魚介エキスパウダー（かに・えびを含む）（外国、日本）、乳糖（外
国）、食塩（日本）、香料、乳化剤、Ｖ．Ｃ

中間加工
品産地
「大くくり」
表示

砂糖（日本）、水あめ（日本）、小麦粉（日本）、植物油脂（大
豆を含む）（日本）、バター（外国）、全粉乳（外国）、デキストリ
ン（日本）、ショートニング（日本）、ポテトフレーク（外国）、魚
介エキスパウダー（かに・えびを含む）（日本）、乳糖（外国）、
食塩（日本）、香料、乳化剤、Ｖ．Ｃ

農産物産
地「また
は」表示

砂糖（タイまたは南アフリカまたはフィリピンまたはオーストラリア
またはブラジルまたは日本）、水あめ（日本またはタイまたはベト
ナムまたはアメリカまたはブラジルまたは南アフリカまたはアル
ゼンチン）、小麦粉（アメリカまたはカナダまたはオーストラリアま
たは日本）、植物油脂（大豆を含む）（マレーシアまたはインドネ
シアまたはタイまたはオーストラリアまたはアルゼンチンまたは
アメリカまたはカナダまたはメキシコまたはフランスまたはイタリ
ア）、バター（フランスまたはベルギーまたはオランダまたはデン
マークまたはオーストリアまたはオーストラリアまたはニュージー
ランドまたは日本）、全粉乳（フランスまたはベルギーまたはオラ
ンダまたはデンマークまたはオーストリアまたはオーストラリアま
たはニュージーランドまたは日本）、デキストリン（タイまたはベト
ナムまたはインドネシア）、ショートニング（マレーシアまたは日本
またはカナダまたはアメリカ）、ポテトフレーク（アメリカまたは
オーストラリア）、魚介エキスパウダー（かに・えびを含む）（アメリ
カまたはロシアまたはカナダまたはグリーンランドまたは日本ま
たはタイまたはインドネシア）、乳糖（ニュージーランドまたはアメ
リカまたはドイツ）、食塩（日本）、香料、乳化剤、Ｖ．Ｃ

中間加工
品産地
「または」
表示

砂糖（日本またはタイまたはマレーシアまたはオーストラリ
ア）、水あめ（日本または韓国）、小麦粉（日本）、植物油脂
（大豆を含む）（日本またはマレーシアまたはアメリカ）、バ
ター（フランスまたはベルギーまたはオランダまたはデンマー
クまたはオーストリアまたはオーストラリアまたはニュージー
ランドまたは日本）、全粉乳（フランスまたはベルギーまたは
オランダまたはデンマークまたはオーストリアまたはオースト
ラリアまたはニュージーランドまたは日本）、デキストリン（日
本）、ショートニング（日本またはカナダ）、ポテトフレーク（アメ
リカ）、魚介エキスパウダー（かに・えびを含む）（日本）、乳糖
（ニュージーランドまたはアメリカまたはドイツ）、食塩（日
本）、香料、乳化剤、Ｖ．Ｃ
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輸入品は原産国名を表示することが、ＪＡＳ法
加工食品品質表示基準で規定されている。
●例示：原産国名：シンガポール

製品原産国表示

小さな包装形態の菓子は多い

菓子は多くの原材料を使用する

原産地に関するお問い合わせ

●原産地に関するお問い合わせ比率
０．０２～０．２３％ （２００９年度、２０１０年度（２月まで）、４社）

●主たるお問い合わせ
取扱店、キャンペーン情報、工場見学 等

以上

チューインガム、幅９．７ｃｍ、
高さ２．３ｃｍ、厚さ１．６ｃｍ

３９原材料

きわめて少ない
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